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子どもの虐待被害と回復前編

NPO法人神奈川子ども支
援センターつなっぐ代表理
事

ベイアヴェニュー法律事務
所 弁護士 飛 田 桂

自己紹介

飛田 桂 （ひだ けい）

• NPO法人神奈川子ども支援センターつなっぐ代表理事

• 神奈川県弁護士会所属

• 飛田桂法律事務所

• 児童虐待について

• 児童相談所非常勤、被害者代理人、子ども担当弁護士

• いじめ問題について

• DVについて

• その他

虐待事案について支援するときの
二つの視点
① 事実に基づく

事実を調査し、証拠を集め、事実に基づいて動く
② 背景に近づく、心に寄り添う

事実から推測できる「心」の状態を見立てる

順番は、①→②。逆に、②→①とすると、全く検討違いなことが
起きることがある。でも、①と②は行き来する。
例：子どもが非行傾向と思っていたら、親に問題があった。

公的な保護の流れ

開示→ 虐待通告→ 一時保護 → 措置（施設入所など）

↘ 在宅での調査 ↘ 家庭復帰



2022/10/25

2

虐待が疑われたとき

• 具体例１
養父が児童に対して、男性器を顔に押

し付けた。
児童が、小学校の先生に対して開示を

した。

「児童虐待の防止等に関する法律」（児
童虐待防止法又は児虐法）２条

「児童にわいせつな行為をすること又
は児童をしてわいせつな行為をさせるこ
と」
➢ 虐待を受けたと思われる児童がいる

5

虐待の定義
• 児童虐待防止法２条
• 保護者（親権者、未成年後見人、その他の者で、児童を現に監護するもの）が、

その監護する児童に対して、次に掲げる行為
• １号：身体的虐待、２号：性的虐待、３号：ネグレクト、４号：心理的虐待

• 具体的な内容は、「子ども虐待対応の手引き」
• （https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate

/dv/dl/120502_11.pdf）

6

開示を受けた先生

• 学校の教職員、医師、弁護士などは虐待の早期
発見義務

（児虐法５条１項）

• 通告義務（児虐法第６条１項、児福法第２５条
第１項）

• 通告者を特定する情報は漏らしてはならない
（児虐法７条）ため

• 虐待通告は、守秘義務違反とはならない。（児
虐法６条３項、児福法２５条２項）

7

フォレンジッ
クインタ
ビューとは

• 子どものフォレンジック・インタビューと
は、児童虐待の疑いもしくは暴力に晒され
た事案において事実中心に情報を集めるた
めに児童の発達を十分に考慮した、尚且つ
法的にも間違いのない面接方法のことを指
している。

• 子どものフォレンジック・インタビューは、
研修を経て面接スキルの高さを備えた中立
的な立場の専門職が、広くは捜査や調査と
いう過程の一段階として調査研究からの知
見と実践から積み上げられた技術を用いて
行う。

（日本語だと、司法面接、事実探求目的面
接などと訳される。）
※Bestpractice 2015
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民間の司法面接（フォレンジックインタビュー）
～つなっぐ司法面接室～

司法面接
（ フォレンジッ クインタビュー）

とは

研修を受けた専門スタッ フが誘導・ 暗示

のない面接を行い， 被害を受けたと され

る体験・ 出来事を聞き取ります。

できるだけ早い時期に，原則として 1 回，

できるだけ多く の自由報告（ 本人の言葉

で話してもらう こと ） を求め， それを録

音録画することで正確な記録を残し ます。

開示による
ストレスを
減らす

• 子どもが話をするときに、話をすること自
体のストレスを低減させるための努力をして
います。
• つなっぐの付添犬認証委員会では、子ども
達が捜査機関の事情聴取、家庭裁判所調査官
の調査を受ける場面や、その前後に、子ども
のストレス軽減のために、わんちゃんがそば
にいてくれるサービスを開始しています。

小学館から
• https://www.shogaku

kan.co.jp/books/0922
7265

事実の確認と証拠の収集～
何度も聞いてしまう現場…

養護教諭 担任の先生 副校⾧ 校⾧ 教育委員会
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子どもから話を聴く

〇初期の聴き取り
• 教職員、医師、看護師、医療関係者、

保護者、友人の保護者、その他…、
聴き取りをされる時には「録音をし
て下さい。」

〇聴き方
• こちらから、何があったかを聞くの

ではなく、「子どもから自発的に語
らせて下さい。」

〇研修 RIFCR™など

13

児童相談所の動き

• 通告を受けて、援助の要否及び必要な援助内容を判断するた
めの調査を行う。

• 原則４８時間以内（児童相談所運営指針第３章第３節３）に、
安全確認をする。安全確認は目視が原則。

• 調査すべき項目

[1] 子どもの居住環境及び学校、地域社会等の所属集団の状況

[2] 子どもの家庭環境、家族の状況

[3] 子どもの生活歴、生育歴

[4] 子ども、保護者等の現況

14

やや発展編

お母さんが肋骨が折れた状態で搬送されてきた。
受傷経緯を言わない。子どもも怯えた様子。
→ DV及び面前DVの恐れ
面前DVの「疑い」として通告もできる。
心理的虐待（児虐法２条４号）

15

子どもを保護する（一時保護）
・具体例；自宅で何者からか殴られた被害児童が入院

→ 一時保護委託を病院にかける。

仮に第三者加害でも、保護者のネグレクト疑い。

• 児童福祉法３３条

「児童相談所⾧は、…児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、
その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託
して、当該一時保護を行わせることができる。」

16
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在宅（一時保護されない場合）
• その結果支援がつながらないこともある。

• ＮＰＯ（つなっぐ）では、子どもの支援を行います。ケースワーカー派遣の上、医療、進学、
その他の支援を行います。

• 児童相談所、学校、病院からの紹介での利用申し込みがあります。

• 保護者の代理人弁護士からの依頼に応じて、捜査機関の障害にならないことが確認できたら
ば、司法面接と系統的全身診察を実施します。前後に子どもの負担軽減及び今後の証言可能
性の確保のための付添犬（旧コートハウスドッグ）とのふれあいを行います。

• 被害者代理人弁護士を紹介の上、捜査機関へのつなぎをバックアップします。

17

生活場所の分岐点

児童相談所が関与しない
（通告なし・第三者加害）
児相関与あり、一時保護あ
り、措置あり
児相関与あり、一時保護な
し、措置なし

措置（施設入所）後

具体例；児童養護施設で高校卒業
（なお、多くの児童養護施設は、通学を

要件としている。）

→ 就職して一人暮らし
→ 自立援助ホーム
→ 生活保護でアパート設定

19

家庭復帰後
具体例； 加害者が引っ越し、非加害親が引っ越し

※難しい支援

※低年齢→没交渉になりやすい

※高年齢→子どもが大きく揺れ動く。並走。

20
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非虐待親の支援

• 非虐待親の支援が重要なことが多い。非虐待親が揺れ動くと、子どもがつらいためです。

• 被害者支援室などの利用を積極的に進めましょう。お母さんにカウンセラーがつくと、子ど
もは非常に楽になります。

• 子どもの進学、独り暮らしなどの相談にものってあげてください。資金援助できるときもあ
りますので、つなっぐを含め、各種ＮＰＯ法人や基金の利用を是非ご検討ください。こう
いった支援が、その後の刑事手続きなどを乗り越える糧になることもあります。

21

１７歳～２０歳の子ども

• 具体例；１８歳になって働き始めて実父の行為が性虐待と知る。

その後の流れ；

居場所のない子どもの相談窓口又は女性相談

→てんぽ（子ども用シェルター）や婦人用シェルターへ入所

→自立援助ホーム、施設、生活保護でアパート設定

22

「てんぽ」での生活

• 居場所がない子
どものための場
所

• 弁護士が２名つ
いて、親権者と
の対応にあたる。

23

つなっぐの設立経緯

• 児童相談所「だけ」にすべてを負わせるのでは、子ど
もへの支援が足りない。

• 様々な支援団体があるのに、子どもたちにつながらな
いことも。

• 「アウトリーチの支援」が絶対的に必要

24
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ワンストップサポート事業
子どもへの寄り添い、同行支援事業

ボランティアスタッフ
ソーシャルワーカー
弁護士など

子どもとの関わり経験のある方
・保育士、幼稚園教諭
・教師
・放課後サービススタッフ
・子育て支援経験者
・主任児童委員 等

支援を必要とする
子どもたち

役割
・支援者との連携
・医療や福祉など様々なサポート機
関、団体サービスをコーディネート

役割
・裁判所や児相に出向く
・登校
・医療機関への受診
などの際の同行支援
・子どもへの寄り添い

捜査
機関 裁判所 教育・保育

施設

行政
児童相談所NPO

地域 弁護士

医療
機関

SSW

SSW:スクールソーシャルワーカー

医療
機関

子ども達と伴
走するとき気
になること

• 子どもを呼び捨てにしてしまう
• 自分と、子どもとの間の境界線をあい

まいにしてしまう。（例：養子縁組し
てあげたい。 例：別の支援者のとこ
ろに行くことに過剰反応する 例：自
分のプライベートな話を話してしま
う）

• 逆に、自分と、子どもとの間に、力関
係を作ってしまう。

（例：不要な禁止事項などのルール順
守を強く求める 例：「罰」のようなこ
とを相手に課してしまう 例：自分の経
験談で打ち負かしてしまう）

日本の課題

• 支援者側の方が、十分なトラウマケア
を受けられていなかったり、セルフケ
アのすべを持たないことがある。結果
的に、性被害や二次被害が起きること
もある。

• 子ども達が医療にかかっても、医療者
に理解がないと、二次被害が起きたり、
必要のない投薬治療になってしまった
り、傷つきが深まることもある。

（例：子どもに性教育を始めてしまう医
療者、子どもだけなのに、大量に薬を処
方。無意味に開示を促して、暴露させて
おきながら、何もできない等。）

多機関多職種連携を実現するために

意見の
対立

話し合
い

合意

28



2022/10/25

8

多機関多職種連携を実現するために

29

◎ 各人の役割を明らかにする。

◎ 各人の所属機関は、各人を支える。

◎ 同じ目的に向かって、話し合う。

◎ 友好な雰囲気とある種の緊張関係が重要

〇それぞれの職種で何をしているのかを知る

基点となる人物・団体は、各職種の人がどのような職務を遂行しているのかを把握する。そして、
うまくいかないときには、争うのではなく、アドバイスをできるよう心掛ける。

多くの人が一人の子どもにかかわるとき
（多職種連携、多機関連携）
• 虐待や子どもの被害について取り組む場合、要保護児童対策地

域協議会（いわゆる要対協）を使う場合でもそうでない場合で
も、多職種（児童相談所、市役所、捜査機関、シェルター職員、
弁護士、NPOや民間）がかかわることがある。

• 子どもが支援者によって発言内容を変える振り回すタイプの場
合、各支援者に対して言うことが異なって、支援者間で摩擦が
起きることがある。その場合、支援者間で密に連絡を取り合う
ことが重要。

多職種連携を実現するために

• 例；「児相が全然カウンセラーとかつけてくれな
い」と子どもが言ってきた。

支援者が憤慨して、児相には連絡せずに子どもに新
しい病院とカウンセラーを紹介。

ところが、児相は既に２人目の医師を紹介していた。

31

SOSのキャッチについて
「心を寄せること」と「並走すること」
いじめや虐待を受けた子ども＝自尊心を傷つけられている

周りの人間に全てを話すこと（開示）は不可能ですし、場合に
よっては話すこと自体が、その子の心を傷付けてしまいます。

➢自尊心の傷つきは、子どもによって異なります。いじめや虐待
の質や量では絶対に語れません。
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事例１

１７歳女子
２度目の家出をして学校から児童相談所に連絡。リストカットをして

いるとの情報もある。親は経済的に問題はなく、母親も毎日食事を作っ
ているとのこと、学力も高めであるがやや不登校気味。

性的な非行もあるのではないかというのが学校の見立て。

※これも、行動の中に子どもながらの訴えがあります。

虐待を受けた子どもの症状（虐待被害児症候群）

Abused children may exhibit:
自己肯定感の低さ（a poor self-image）、性化行動（sexual acting out）
他人への不信感（an inability to love or trust others）
非行行動など（aggressive, disruptive, or illegal behavior）
怒り、憤激、不安、恐怖（anger, rage, anxiety , or fear）
自己破壊行動、自傷（self-destructive or self-abusive behavior）自殺企図（suicidal thoughts）
行動の行き過ぎ、低下（passive or withdrawn behavior）
新しい関係性を作ることへの恐怖（fear of entering into new relationships or activities）
学校での問題、不登校（school problems or failure）
気持ちの落ち込み（sadness or other symptoms of depression）
フラッシュバックや悪夢（flashbacks or nightmares）
薬物、アルコール（drug or alcohol abuse）

Read more: http://www.healthofchildren.com/B/Battered-Child-Syndrome.html#ixzz6WqpLRQFv

子どものサイン

被害児が開示する前から何らかのサインを出している
前思春期では、①性的言動（過剰なオナニー、他人の性器を触る、性的場面
を再現する遊び、年齢不相応の性的 言動や質問、など）、②身体化症状(腹痛
など の不定愁訴)、③分離不安、④興奮など
年⾧児では、①家出や徘徊②うつ状態③性的逸脱行動

「性的虐待・性被害への対応プロセスに関する研究」奥山眞紀子・内山絢子

トラウマのメガネをかける

トラウマのメガネでみると… メガネがないと…

背景に性被害がある可能性につ
いて検討
→２年前の経過記録に「お父さ
んに足や胸を触られるのがいや
だ」と話したとある。
→理由なく家に帰りたくないこ
とに寄り添う支援。

「家にきちんと帰りなさい！」
と支援者が指導
→子どもはどうしたらいいか、
わからない。理由なく受け入れ
てくれる友人や「パパ」の元へ
行く。→再被害の恐れ
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事例２

１４歳女子
学校からの連絡。転入してきた子ども。同居者は母のみ。
非常に優秀で真面目。子ども自体はきちんと話をしてくれる。理由に

ついては、お腹が痛いとかなど言っている。学校になじめないと言って
おり、いじめに該当するような話もでている。SCにはよく話をしている。

トラウマのメガネをかける

トラウマのメガネでみると… メガネがないと…

背景に性被害がある可能性につ
いて検討
→現在の経済状況を確認したと
ころ、母は働いているが、母の
彼氏の出入りが認められた。

いじめ？
放置？
➢いっそう、家庭内に子どもが
取り残され、SOSがでない。

開示ができない

身体的虐待が疑われるケースの開示率は親が加害者と親以外が
加害者では有意差はない。しかし、性的虐待が疑われるケース
の開示率では親が加害者では２２％、親以外が加害者では８
９％と、大きな差がある。
（Hershkowitz, Horowitz,& Lamb(2005)、被害開示を阻害する要因実務における司法面接の
課題：非開示にどう取り組むか」仲(2017））

子どもが被害を訴える

• どうしようもなくなって、訴える
「このままだと大変なことになると思って」

• 加害者と分離されて、安心してから訴える
お母さんからの身体虐でシェルター入所後に被害を訴える。

• 友達が性被害について告白したときに、一緒に訴える
• 養護教諭の先生と信頼関係ができ、ふとしたときに養護教諭の

先生が性被害などがないか、という趣旨の質問をして、答える
「それまで、誰にも聞かれなかった。」

• 性被害についての教育を受けて、自認する。
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実際によくみる副作用

自分が悪い、自分が誘ったと言う。→社会から孤立、自傷的に
人に合わせすぎる、要求を断らない（過剰適応）→また被害に
非加害親との関係性に悩む →家でも孤立化
不登校に →社会から孤立
同年代の子どもと話せない →孤立化、（悪い）大人との接触

⇒孤立によって、狙われやすい。自傷的なため、再度被害にあいやすい。

開示
Sorensen & Snow(1991)：116件
74％が偶然発覚。開示は23％
否認→曖昧→開示→撤回→開示と変遷

仲真紀子（2017）「実務における司法面接の課題：非開示にどう
取り組むか」心理学評論60(4)，404-418

42

事例３

１５歳女子
元々、リストカットなどをしていた子ども。担任との信頼関係が非常

に強くできている。児相からは、以前、離婚した父から性被害があった
という。でも、既に離婚し、別居してから２年ほど経過しているはず。

金髪にして、パパ活などもしている子どもだが、うまく学校はかか
わってきた。

しかし、学校に来なくなってしまった。

トラウマのメガネをかける

トラウマのメガネでみると… メガネがないと…

現在も、性的な被害がある可能
性についても視野に入れて、新
たにSCを入れる、市役所の担
当者もつける、保護者にも子ど
もを支えることをお願いする。
➢すると、現在の担任が性加害
をしていた。

担任の先生だより！
➢さらなる被害
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支配される子ども（小学生くらい）

私が被害者代理をするなかで、明示的でなくても、子どもに大き
な影響があったもの
（小学生くらい）
お母さん（きょうだい、ペット）が殴られている。
きょうだいも性被害を受けている。
大事なものが捨てられる壊される（ペットが売り飛ばされる）。

目の前でお金の授受を見せつける。
大好きだ、気持ちがよかったと毎回言わされる。
「愛している」「教育」「罰」と理由をつけられる。

支配される子ども（中学生以上）

（年⾧者）
抵抗をしたところ、一層の不利益を課される
写真をとられる

あとはグルーミング

やってはいけないこと！！

• 子ども同士のネガティブなコミュニケーションに大人が入って注意しないこ
と

• 目の前で大人と子どものネガティブなコミュニケーションがあったときに放
置しないこと。

• 支配関係が形成されているときに、積極的又は消極的に支配者に加担するこ
と。見て見ぬふりをすること。（子どもだけになったところで、声をかけて
あげるなどして下さい。その場では何も言えないと思うので、なるべく連絡
先をあげてください。）
➢子どもの自死防止のため。自分を守るべき大人がその状態を「無視」した
り、「承認」したり、「加勢」することは、子どもを絶望させる恐れ。

精神症状

精神症状は家族内虐待で 85％、家族外性被害で 80％であった。
それまで 過剰適応していた子どもが、開示や保護をき っかけに
一時的に症状が悪化したケースが年少児に多くみられた。
開示後に強くなった 精神症状
年少児…分離不安症状、回避 の症状、睡眠障害など、PTSD と
考えられる 症状
年⾧児…解離症状、行為障害、性的逸脱、うつ状態

「性的虐待・性被害への対応プロセスに関する研究」奥山眞紀子・内山絢子
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解離などについて

• 心的外傷後ストレス障害（PTSD）…フラッシュバック、侵入
思考、過覚醒、認知のゆがみ、対人交流における正常なやりと
りを脅迫的なものと誤解、回避

• うつ病、境界性人格障害
• 摂食障害
• DV,暴力、性非行など再現
• 依存性のあるものに対して脆弱

事例４

１６歳男子
3歳のときに継母と実父が結婚。
実父はやや変わっていて、大声をあげたりもする。
たばこ、他の男子と一緒に非行を繰り返している。
高校からは退学相当であるとの連絡があった。

トラウマのメガネをかける

トラウマのメガネでみると… メガネがないと…

この時点ではすでに遅いことも
あるが、実は、極めて過酷な身
体的暴力、きょうだい間差別を
受けていた。
➢少年院ではなく、試験観察で
働き始める

少年院➢その後、加害者になっ
てしまうことも。

事例５

１０歳男子
施設措置中
同室者が施設職員に怒られていたところに、そばにいた。
後ろから、男性職員が、こっちにきなさいと手を引っ張ったところ、

突然切れて、男性職員にけがを負わせるまで殴る蹴るの暴行を加えた。
理由をきいたところ、かっとなった、真っ白になったという。



2022/10/25

14

トラウマのメガネをかける

トラウマのメガネでみると… メガネがないと…

「真っ白になった」のはなぜな
のか。
児相で心理通所開始。

単に暴力をしたことを謝らせる
だけ。
本人もどうしてかわからないま
ま。どう治してもいいのかもわ
からないまま。
理解がされないと、孤立化した
り、悪化したりする。


